
絵画(楽しむ) × 減価償却(豆知識)

バンク・オブ・アート専属コレ

クターが全国(世界)各地のプロ

画家と直接契約を行い、独自の

評価基準を満たしたアーティス

トの原画を厳選して

コレクター様へ

提供します。

バンク・オブ・アートより取得

する絵画は原則として減価償却

資産の美術工芸品となります。

作品に応じて1年〜8年の期間で

経費計上を行う事

が可能です。
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コレクト01 減価償却02 リセールサービス03

バンク・オブ・アートは独自の

基準を満たした画家の原画だけ

をコレクトして数量を限定する

事で希少価値を担保します。買

取再販の収益モデルとなるため

当方より販売した作品

は販売価格30〜70%

の査定評価にて

買取を行います。

国税庁が認めたルールを活用して本物のアートを無料に近い費用でコレクト(鑑賞)可能です。

コレクターとして日本の美術工芸の文化発展にも貢献出来ます。



絵画の減価償却 基準

1点1 0 0万円以上

1点1 0 0万円未満

減価償却可能

減価償却不可

(国税庁HP明記事項より引用)
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100万円

×

https://www.nta.go. jp/ law/johozeikaishaku/hoj in/bi jutsuhin_FAQ/index.htm

※ 1 0 0 ％保証するものではありません。使用目的によっては否認されるケースもあります。
顧問税理士等にご相談ください。



絵画の減価償却 期間 (国税庁HP明記事項より引用)

10

10万円以上20万円未満

3年
均等額

1年

20万円以上30万円未満 30万円以上100万円未満

8年
(定率0.25)

※

3

万円

20 30 100

10万円未満

1年

※資本金の額が1億円以下の中小企業や個人事業主であって青色申告をしている場合は、取得価額が30万円

未満のものについて特例があります。年間300万円を限度に取得価額の全額を経費にすることができます。

https://www.nta.go. jp/ law/johozeikaishaku/hoj in/bi jutsuhin_FAQ/index.htm

※ 1 0 0 ％保証するものではありません。使用目的によっては否認されるケースもあります。
顧問税理士等にご相談ください。

※定額法も可能



コレクトシミュレーション (減価償却＋リセールサービスの活用事例)

2 9 0万円年間一括経費計上可能

1 0 0万円の節税効果

1 0 0万円の節税効果

節税効果＋リセールサービス＝13万円プラス

2 0 3万円で売却 (収入 )＋

※資本金の額が1億円以下の中小企業、個人事業主であって青色申告をしている場合

※セールスバック比率70%の場合
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絵画を楽しみながら

1 3万円プラス

2 9万円×1 0点＝2 9 0万円購入の場合

※ 1 0 0 ％ 保 証 す る ものではありません。使 用目的 によっ ては否 認され る
ケ ー ス も あ り ま す 。 顧 問 税 理 士 等 に ご 相 談 く だ さ い 。

東京23区の中小企業税率：34.59%のケース

※消費税の納税は原則課税または簡易課税。簡易課税の場合には消費税分の節税効果も発生するので税理士に確認ください。



コレクト資産組替

簿価1円 (全額減価償却した場合 )

2 0 3万円で売却 (収入 )

7 0万円納税

290万円年間一括経費計上可能

資産組替を有効活用して

節税対策

５

2 9万円×1 0点＝2 9 0万円購入の場合

※ 1 0 0 ％保証するものではありません。使用目的によっては否認されるケースもあります。
顧問税理士等にご相談ください。

東京23区の中小企業税率：34.59%のケース



30万円以上100万円未満の減価償却

取得価格90万円 (償却率0.25 改定償却率0.334) 

年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額

1年 900,000 225,000 675,000 

2年 675,000 168,750 506,250 

3年 506,250 126,562 379,688 

4年 379,688 94,922 284,766 

5年 284,766 71,191 213,575 

6年 213,575 71,334 142,241 

7年 142,241 71,334 70,907 

8年 70,907 70,906 1

６

※ 1 0 0 ％ 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。 使 用 目 的 に よ っ て は 否 認 さ れ る ケ ー ス も あ り ま す 。 顧 問 税 理 士 等 に ご 相 談 く だ さ い 。



リセールサービスの要件

アート・オブ・バンクは査定額はコレクター様の手元に納品した日を起算日として366日に一度更新してオー

プン情報としてコレクターの皆様に公開しています。流動性、換金性が高く減価償却を利用した節税対策

として機能します。

バンク・オブ・アートブランドの絵画のみリセールサービス対象。当方の定める保管展示方法を守り額装

管理している事がリセールサービスの条件です。品質担保にご協力ください。

バンク・オブ・アートより販売した

絵画のリセールサービスの際に売却

と同時に新たな絵画を組み替える場

合には高比率のリセールサービス％

をご用意しています。

バンク・オブ・アートより販売し

た絵画のリセールサービスの際に

新たな絵画を組み替えない場合に

は組換無のリセールサービス％を

ご用意しています。
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組換有 組換無

※別途査定表あり ※別途査定表あり



1月1日現在、所有する美術品は

管轄の税事務所へ1月31日まで

に申告する必要があります。必

ず行ってください。

償却資産の登録

法人及び個人事業主(青色申告)が美術品を取得するには償却資産の登録が必要になります。税理士に相談

して登録を行ってください。

減価償却を行い経費計上する資産には

資産税1.4％が発生します。税事務所に

登録を行い納税を行ってください。

標準課税額が150万円未満は控除となる

為に資産税は発生しません。但し登録

は必要となります。

8

申告必須

資産税 %

万控除

1/31
1/1

1.4

150



税込み会計は売上と支出を消費税込みの金額で計上します。こ

の会計処理の場合には弊社が消費税を10％負担した金額での提

供となりますのでリセールサービスの金額が10％ダウンとなり

ます。

消費税の処理方法を確認

会計処理は税込みと税別の2種類があります。税込みで処理を行っている場合には10％の消費税を出入金と

もに含めているので10％の割引を行います。リセールサービスの際に10％査定ダウンとなります。

９

税別会計とは売上と支出を消費税と単価を分離して計上し

ています。こちらの会計処理の場合には問題ありません。

税込会計を採用している場合には消費税を徴収すると30万円以上とな

りますので消費税を弊社が負担します。リセールサービス査定の割合

から10％のダウンで調整させて頂きます。

リセールサービス

購入時に

査定10％ダウン価格

税金弊社負担

税込会計

税別会計

会計



中小企業(事業主)が日本の美術工芸文化を支える

従来 バンク・オブ・アート

画家のみで生計を
立てているのは
日本で30名程度

画廊・百貨店は
委託販売が中心

画家支援

買取オンリー
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画家×事業主

手を取って支え合う現在、日本国内で純粋に画家としてのみで生計を立てる事が出来るのは30名程度と言われ

てます。美術大学や芸術大学を卒業しても画家を目指す人は皆無に等しいのが現状です。

画家に限らず職人など伝統工芸や芸術を継承出来る人が不足している事が問題となってい

ます。

このような現象が発生している原因は絵描きで生計を立てる事

が出来ないという点にあります。

一般的に画家は画廊に所属します。また販売の機会は百貨店等

での展示会です。販売形態は委託販売が中心の為に売れるまで

画家の手元に収入は入ってきません。絵が売れなければ次の作

品に着手出来ない画家もたくさんいます。

これらの問題を解消する為にバンク・オブ・アートでは買取の

みの取引形態を採用しています。少しでも早い支払いサイクル

で画家を支援し作品制作の機会を確保します。

国税庁が認めたルールを活用して節税対策に加えて絵画の持つ

魅力をご堪能ください。
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ホーム / 法令等 / その他法令解釈に関する情報 / 法⼈税 / 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

 美術品等（絵画や彫刻等の美術品のほか⼯芸品などが該当します。以下「美術品等」といいます。）が減価償却資産に該当する
かどうかの判定については、平成26年12⽉19⽇付課法2-12ほか1課共同「法⼈税基本通達等の⼀部改正について」（法令解釈通
達）等が発遣され、取扱通達（法基通7-1-1等）の改正が⾏われており、平成27年1⽉1⽇以後取得する美術品等について新しい取
扱いが適⽤されています。 
 このFAQは、歴史的価値を有し、代替性のないもの（古美術品、古⽂書、出⼟品、遺物等）に該当しない美術品等が、減価償却
資産に該当するかどうかの判定について、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまと
めたものです。

（注）

1. このFAQは、平成27年1⽉1⽇現在の法令・通達に基づいて作成しています。 
なお、「法⼈税基本通達」のほか、「連結納税基本通達」及び「所得税基本通達」についても同様の改正が⾏われています
（連基通6-1-1、所基通2-14）。

2. このFAQにおいて使⽤している次の省略⽤語は、それぞれ次に掲げる法令及び通達を⽰します。 
法令︓法⼈税法施⾏令（昭和40年政令第97号）、耐令︓減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（昭和40年⼤蔵省令第15
号）、法基通︓法⼈税基本通達、連基通︓連結納税基本通達

3. 今回の通達改正の経緯や趣旨等については以下を参照してください。

「法⼈税基本通達の制定について」（法令解釈通達）ほか2件の⼀部改正（案）（時の経過により価値の減少しない資産の範
囲の⾒直し）に対する意⾒公募⼿続の実施について（PDF/339KB）（意⾒公募は終了しています。）

「法⼈税基本通達の制定について」（法令解釈通達）ほか2件の⼀部改正（案）（時の経過により価値の減少しない資産の範
囲の⾒直し）に対する意⾒公募の結果について（PDF/823KB）

【改正の概要】

[Q1] 今回の通達改正の内容はどのようなものですか。

【平成27年1⽉1⽇以後に取得する美術品等の取扱い】

[Q2] 取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、⾮減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明
らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。「時の経過によりその
価値が減少することが明らかな」美術品等とは、具体的にはどのようなものが該当しますか。

[Q3] 当社は、平成27年1⽉1⽇以後に美術品等を取得しましたが、平成27年3⽉決算期（平成26年4⽉1⽇〜平成27年3⽉31⽇）
において、改正後の通達の取扱いにより減価償却費の計上はできますか。

【平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等の取扱い】

[Q4] 平成27年1⽉1⽇より前に取得し改正前の通達の取扱いにより⾮減価償却資産に該当していた美術品等について、通達改正後
に再度判定を⾏った結果、減価償却資産に該当した美術品等はどのように取り扱うことになりますか。

[Q5] 平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等について、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐⽤年数は適⽤可能ですか。

本⽂へ English ⽂字拡⼤・読み上げ 利⽤者別に調べる サイトマップ
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[Q6] 平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等について、適⽤初年度において、減価償却資産の再判定を⾏わなかった場合、そ
の後の事業年度において減価償却はできなくなるのでしょうか。

【その他】

[Q7] 絵画や彫刻などの美術品等で減価償却資産に該当するものの法定耐⽤年数は何年ですか。

[Q8] 絵画を購⼊した場合、その絵画の額縁は美術品等の取得価額に含まれますか。このほか、美術品等の取得価額に含まれるも
のには、どのような費⽤がありますか。

[Q9] 建物のエントランスや会議室、役員室に展⽰している美術品等は、事業の⽤に供しているものと考えられますが、現在、展
⽰を休⽌して倉庫等に保管されている美術品等は、事業の⽤に供していることにならないのでしょうか。

【参考】

改正の概要

[Q1] 今回の通達改正の内容はどのようなものですか。

[A] 
 改正前の通達の取扱いでは、 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、 取得価額が1点20万円（絵
画にあっては号当たり2万円）以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。 
 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という⾦額基準は減
価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等につ
いての専⾨家の意⾒等を踏まえ通達の改正を⾏いました。 
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以
上の美術品等は原則として⾮減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。 
 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当す
る場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

（注）取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価
償却資産に該当しないものと取り扱われます。

平成27年1⽉1⽇以後に取得する美術品等の取扱い

[Q2] 取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、⾮減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明
らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。「時の経過によりその価
値が減少することが明らかな」美術品等とは、具体的にはどのようなものが該当しますか。

[A] 
 取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価
償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利⽤する場所の装飾⽤や展⽰⽤（有料で公開するものを除く。）
として取得されるものであること。

 移設することが困難で当該⽤途にのみ使⽤されることが明らかなものであること。

 他の⽤途に転⽤すると仮定した場合に、その設置状況や使⽤状況から⾒て美術品等としての市場価値が⾒込まれないもので
あること。

 なお、この例⽰に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判
定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。



2022/11/27 11:35 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ｜国税庁

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q2 3/6

[Q3] 当社は、平成27年1⽉1⽇以後に美術品等を取得しましたが、平成27年3⽉決算期（平成26年4⽉1⽇〜平成27年3⽉31⽇）
において、改正後の通達の取扱いにより減価償却費の計上はできますか。

[A] 
 平成27年1⽉1⽇以後に取得する美術品等のうち、改正後の通達の取扱いによって減価償却資産に該当するものについては、その
取得をした⽇以後の期間に係る減価償却費の計上が可能です（経過的取扱い）。 
 なお、お尋ねのように、事業年度の中途で取得し、事業の⽤に供した場合の減価償却資産の償却限度額は、当該事業年度の全期
間の償却限度額を⽉数あん分した⾦額となります（法令59 ）。

平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等の取扱い

[Q4] 平成27年1⽉1⽇より前に取得し改正前の通達の取扱いにより⾮減価償却資産に該当していた美術品等について、通達改正後
に再度判定を⾏った結果、減価償却資産に該当することとなった美術品等はどのように取り扱うことになりますか。

[A] 
 今回の通達改正は過去に遡って資産区分の変更を⾏うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償
却資産へ変更する美術品等については、平成27年1⽉1⽇以後最初に開始する事業年度（以下「適⽤初年度」といいます。）から減
価償却を⾏うことになります。 
 また、この場合の償却⽅法は、その美術品等を実際に取得した⽇に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250％定率法⼜は200％
定率法によることになりますが（法令48 、48の2 ）、取得⽇を適⽤初年度開始の⽇とみなすこととして定額法⼜は200％定率法
を選択できるほか、中⼩企業者等にあっては租税特別措置法第67条の5（中⼩企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損⾦算⼊
の特例）の規定を適⽤することもできます（経過的取扱い）。 
 これを表で⽰すと次のとおりとなります。

 

美術品等の取得⽇

原則的取扱い 平27. 1. 1に取得したものとみなす場合の取扱い

平19. 3. 31以前
旧定額法 

⼜は 
旧定率法 定額法 

⼜は 
200％定率法

 
平27.1.1現在、中⼩企業者等に該当する法⼈にあっては、30万円未満の美術品等につ
いて⼀括償却可（措法67の5） 
（注）⼀事業年度当たり300万円の上限あり

平19. 4. 1〜 
平24. 3. 31

定額法 
⼜は 

250％定率法

平24. 4. 1以後
定額法 
⼜は 

200％定率法

[Q5] 平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等について、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐⽤年数は適⽤可能ですか。

[A] 
 平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等の償却⽅法は［Q4］のとおりです。したがって、改正後の通達の取扱いにより資産
区分が変更となる美術品等については、その取得⽇を実際の取得⽇か適⽤初年度開始の⽇のいずれかにより選択し、減価償却を⾏
うこととなりますので、耐令第3条第1項に規定する中古資産の耐⽤年数は適⽤できません。

[Q6] 平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等について、適⽤初年度において、減価償却資産の再判定を⾏わなかった場合、そ
の後の事業年度において減価償却はできなくなるのでしょうか。

[A] 
 改正後の通達の取扱いは、平成27年1⽉1⽇以後に取得する美術品等について適⽤され、同⽇前に取得した美術品等については、
なお従前の取扱いによることとした上で、平成27年1⽉1⽇より前に取得した美術品等であっても、［Q4］にあるとおり、適⽤初
年度に減価償却資産に該当するかの再判定を⾏い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適⽤初年度以後の
事業年度において減価償却を⾏うことができるとしたところです。 
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 お尋ねのように、適⽤初年度において減価償却資産の再判定を⾏わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価
償却を⾏うことはできないことになりますのでご注意ください。

その他

[Q7] 絵画や彫刻などの美術品等で減価償却資産に該当するものの法定耐⽤年数は何年ですか。

[A] 
 減価償却資産に該当する美術品等の法定耐⽤年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令の別表第⼀に掲げる区
分に従って判定することとなります。例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、次のとおりと
なります（法令13、耐令別表第⼀）。

（1） 室内装飾品のうち主として⾦属製のもの……… 15年 
   例えば、⾦属製の彫刻

（2） 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年 
   例えば、絵画・陶磁器・彫刻（主として⾦属製のもの以外のもの）

[Q8] 絵画を購⼊した場合、その絵画の額縁は美術品等の取得価額に含まれますか。このほか、美術品等の取得価額に含まれるも
のには、どのような費⽤がありますか。

[A] 
 ⼀般的に、額縁はその絵画の⼀部として取得価額に含まれるものと考えられます。 
 また、購⼊した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購⼊の代価と当該資産を事業の⽤に供するために直接要した費⽤の額の
合計額となります。 
 この当該資産の購⼊の代価とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購⼊⼿数料、関税等その資産の購⼊のために要した費⽤をい
い、当該資産を事業の⽤に供するために直接要した費⽤の額には、例えば、据付費等が該当しますので、これらの費⽤が美術品等
の取得価額に含まれることになります（法令54 ）。

[Q9] 建物のエントランスや会議室、役員室に展⽰している美術品等は、事業の⽤に供しているものと考えられますが、現在、展
⽰を休⽌して倉庫等に保管されている美術品等は、事業の⽤に供していることにならないのでしょうか。

[A] 
 減価償却資産に該当する美術品等が装飾や展⽰に⽤いられている場合には、通常、事業の⽤に供しているものと考えられます。 
 お尋ねのように、倉庫等に保管され現在展⽰を休⽌している美術品等であっても、その休⽌期間中必要な維持管理が⾏われてお
り、いつでも展⽰可能な状態にあるものについては、事業の⽤に供していることになります（法基通7-1-3）。

参考

 改正後の通達を整理すると以下のとおりとなります。

1点当たりの取得価額が100万円未満 原則として、減価償却資産 
（注）「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、⾮減価償却資産に該当

1点当たりの取得価額が100万円以上 原則として、⾮減価償却資産 
（注）「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当
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